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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は「Expand our planet. Expand our future.」というビジョンを掲げ、地球と月のエコシステムを築き月に新たな経済圏を創出するため、低価格・

高頻度な月面輸送を行うプラットフォームの構築、月面資源を中心としたデータプラットフォームの構築、月面資源探査/開発プラットフォームの構
築に取り組んでおります。

その実現に向けて、コーポレート・ガバナンスの充実により経営の機動性、透明性及び健全性を高めることが経営上の最重要課題であると認識
し、企業価値を向上させるために、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実に取り組んでおります。また、すべてのステークホルダーより信
頼を得ることが必要不可欠であると考えており、経営情報の適時開示を通じて透明性のある経営を行ってまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

コーポレートガバナンス・コードの基本原則について、そのすべてを実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

袴田　武史 12,000,000 14.92

IFSPV2号投資事業組合 9,842,500 12.24

株式会社ＩＮＣＪ 6,117,800 7.61

インキュベイトファンド３号投資事業有限責任組合 5,992,580 7.45

株式会社日本政策投資銀行 3,495,880 4.35

IF Growth Opportunity FundⅠ, L.P. 2,135,720 2.66

中村　貴裕 2,000,000 2.49

三井住友信託銀行株式会社 1,968,500 2.45

Axiom Asia 6, L.P. 1,809,660 2.25

株式会社ＴＢＳホールディングス 1,747,940 2.17

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

大株主の状況は、上場に際して行った公募の状況を把握可能な範囲で反映したものとなっており、当該公募によって株式を取得した株主（親引け
によって取得した株主は除く）の状況は反映しておりません。

３．企業属性



上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 3 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 6 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

5 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

赤浦　徹 他の会社の出身者 ○

桑内　孝志 他の会社の出身者

川名　浩一 他の会社の出身者

中田　華寿子 他の会社の出身者

牧野　隆 他の会社の出身者

畑田　康二郎 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」



a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

赤浦　徹 　

当社の主要株主であるインキュベイトファ
ンド株式会社の業務執行者であります。な
お、同氏が代表を務めるインキュベイト
ファンド株式会社が運用するファンドであ
るインキュベイトファンド3号投資事業有限
責任組合、IF SPV 1号投資事業組合、IF

Growth Opportunity Fund I, L.P. 、IFSPV2

号投資事業組合のそれぞれが保有する
当社株式の総数は19,145,680株でありま
すが、その他、人的関係、資本的関係又
は取引関係その他の利害関係はありませ
ん。

企業経営者としての豊富な経験・見識を有し、
当社の経営に対する有用な助言及び業務執行
の監督について十分な役割を果たしていただ
けるものと判断し、社外取締役に選任しており
ます。

桑内　孝志 ○ ―――

長年にわたって培われた証券会社における豊
富な経験及び幅広い見識に基づき、独立的な
立場から有用な助言及び業務執行の監督につ
いて十分な役割を果たしていただけるものと判
断し、社外取締役に選任しております。また東
京証券取引所が定める一般株主と利益相反の
生じるおそれがあるとされる事項に該当してお
らず、独立性を有していることから、独立役員と
して指定しております。

川名　浩一 ○ ―――

日揮株式会社（現日揮ホールディングス株式会
社）において代表取締役社長を務め、グローバ
ルかつ大規模なEPC事業（注：Engineering（設
計）, Procurement（調達）, Construction（建設）

を一括して実施する事業）の構築に携わった豊
富な経験・見識を有し、弊社が月面における大
型プロジェクト開発を将来的に行う上で、当社
の業務に対する有用な助言及び業務執行の監
督について独立的な立場で役割を果たして頂
けるものと判断し、社外取締役に選任しており
ます。また東京証券取引所が定める一般株主
と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項
に該当しておらず、独立性を有していることか
ら、独立役員として指定しております。

中田　華寿子 ○ ―――

長年に渡り事業会社、生命保険会社にて取締
役としての経歴があり、ガバナンスにおける知
識、経験を有しています。

また、当社経営陣から独立しており、これまで
の事業会社、生命保険会社における取締役と
しての経験から、当社の業務に対する有用な
助言及び業務執行の監督について独立的な立
場で役割を果たして頂けるものと判断し、社外
取締役に選任しております。

また、同氏は貴証券取引所が定める独立性基
準を満たしており、当社との間に特別な利害関
係は存在しない事から、一般株主との利益相
反が生じるおそれがないと判断し、独立役員と
して指定しています。



牧野　隆 ○ ―――

株式会社IHIエアロスペースの代表取締役社長
を務め、宇宙開発事業に長年取り組んでこられ
た豊富な経験・見識を有し、当社が進める月面
開発事業に対する有用な助言及び業務執行の
監督について独立的な立場で役割を果たして
頂けるものと判断し、社外取締役に選任してお
ります。また東京証券取引所が定める一般株
主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事
項に該当しておらず、独立性を有していること
から、独立役員として指定しております。

畑田　康二郎 ○ ―――

経済産業省でのエネルギー政策や産業政策、
内閣府宇宙開発戦略推進事務局での民間宇
宙ビジネス拡大への取り組み等豊富な経験及
び幅広い見識を有しており、当社が進める月面
開発事業に対する有用な助言及び業務執行の
監督について独立的な立場で役割を果たして
頂けるものと判断し、社外取締役に選任してお
ります。また東京証券取引所が定める一般株
主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事
項に該当しておらず、独立性を有していること
から、独立役員として指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

― ― ― ― ― ― ― ―

報酬委員会に相当
する任意の委員会

役員評価・報酬諮問
委員会

4 1 1 3 0 0
社外取
締役

補足説明

代表取締役CEO及び社外取締役３名から構成され、社外取締役の川名氏を委員長とし、評価・報酬諮問委員会規程に基づき審議のうえ、代表取
締役CEOに対して助言・提言を行うこととしております。各取締役の報酬額は、株主総会で定められた報酬限度内において、各役員の職務の内
容、職位及び実績・成果等を勘案し、役員評価・報酬諮問委員会の助言・提言を踏まえ、最終的には代表取締役CEOに一任し決定しております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役、会計監査人及び内部監査室は、監査の実効性を高めるため、それぞれの監査計画や監査結果の共有、業務の改善に向けた具体的な
協議を行う等、定期的に意見交換を行い、三者間で連携を図っております。

社外監査役の選任状況 選任している



社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

轟　芳英 公認会計士

小田　望未 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

轟　芳英 ○ ―――

公認会計士の資格を有し、財務・会計に精通し
ており、また、有限責任 あずさ監査法人での

パートナーとしての経験から企業統治に関する
見識を有していることから、これらの経験及び
見識を当社の監査に反映していただけるものと
判断し、社外監査役に選任しております。また
東京証券取引所が定める一般株主と利益相反
の生じるおそれがあるとされる事項に該当して
おらず、独立性を有していることから、独立役
員として指定しております。

小田　望未 ○ ―――

モリソン・フォースター法律事務所パートナーを
務めるなど、企業法務分野に関する豊富な経
験及び知識を有しており、それらを当社の監査
に反映していただけるものと判断し、社外監査
役に選任しております。また東京証券取引所が
定める一般株主と利益相反の生じるおそれが
あるとされる事項に該当しておらず、独立性を
有していることから、独立役員として指定してお
ります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 7 名

その他独立役員に関する事項

―――



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として導入したストックオプション制度に加え、当社グループの現在及び将来の役職員に対
する中長期的な企業価値向上への誘因を目的として「時価発行新株予約権信託」を導入しています。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員、その他

該当項目に関する補足説明

上記付与対象者について、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役及

び監査役の報酬等は、それぞれの区分ごとの総額で開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は役員報酬の内訳の決定を取締役会から代表取締役CEOに一任されています。しかしながらコーポレート・ガバナンスの観点から、社外取締
役が過半数を占める役員評価・報酬諮問委員会に諮問し、助言・提言を得ています。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

当社は、社外取締役及び社外監査役に対する専従スタッフの配置は行っておりませんが、社外役員へのサポートはCFO室が行っております。具
体的には、取締役会等重要会議の資料の事前配布に当たっては、社外役員が事前に十分に検討する時間的余裕が確保できるように可能な限り
早期の配布に努めているほか、必要に応じて事前説明を行っております。監査役に対しては、会計監査、内部監査結果等の監査役監査に資する
情報を適時に提供し、情報共有を図っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

a.取締役会

　当社の取締役会は、代表取締役CEO袴田武史が議長を務め、野﨑順平、赤浦徹、桑内孝志、川名浩一、中田華寿子、牧野隆、畑田康二郎の
取締役８名（うち社外取締役６名）で構成されております。取締役会は、法令・定款に定められた事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び
業務執行の監督等を行っております。毎月１回の定例取締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を
開催しております。また、監査役３名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。



b.経営戦略会議

　当社の経営戦略会議は、代表取締役CEO袴田武史、取締役CFO野﨑順平、CRO齊木 敦史、CTO氏家亮、VP & Technology岩田望の5名により

構成されており、経営戦略会議規程に基づき、取締役会へ付議する必要のある会社の重要事項及び決裁権限規程に定められた事項に関する決
議、ならびに担当役員の業務を報告する機関として、原則毎週開催しております。当会議において、それぞれの事業領域の取締役等が議論を交
わし、客観性かつ透明性のある意思決定が行える体制を構築しております。

c.監査役会

　当社は監査役会設置会社であり、監査役会は、常勤監査役井上優司が議長を務め、社外監査役轟芳英及び小田望未の計３名で構成され、取
締役の業務執行を監査・監督しております。監査役会は、原則毎月開催されるほか、必要に応じて臨時に開催し、監査計画の策定、監査実施状
況、監査結果の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。

　常勤監査役は重要な会議に出席するほか、稟議書その他の業務執行に関する重要文書を閲覧するなど、監査の実効性確保に努めておりま
す。さらに代表取締役との面談、各部門への往査、ヒアリングを実施し、業務の監査が広く行える体制を整えております。

　非常勤監査役は、取締役会の出席のほか、常勤監査役との連携等を通じて監査を実施しております。

d.会計監査人

　当社は、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。

e.内部監査室

　当社は代表取締役直轄である内部監査室（室長遠藤仁）の内部監査責任者が、内部監査規程に基づき当社の全部門をカバーするよう内部監
査を実施しております。また、内部監査と監査役会、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため適宜情報交換を行っており、効率的な監
査に努めております。

f.その他

　任意の役員評価・報酬諮問委員会を設置しております。当該委員会の委員構成、目的等につきましては「任意の委員会の設置状況、委員構成
及び委員長（議長）の属性」及びその「補足説明」をご参照ください。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、経営の透明性・公平性を高めるべくコーポレート・ガバナンス強化を企図した体制を構築
しております。

　当社においては、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有
する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会
設置会社を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主の方々が議案内容等を十分に検討したうえで議決権を行使できるよう、招集通知の
早期発送に努めております。

集中日を回避した株主総会の設定
多くの株主の皆様にご参加頂けるよう、開催日の設定に関しては他社の集中日を避ける
よう留意してまいります。

電磁的方法による議決権の行使 今後、検討すべき事項として考えております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

今後、検討すべき事項として考えております。

招集通知（要約）の英文での提供 今後、検討すべき事項として考えております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社のホームページ内に開設予定のIR ウェブサイトにて、開示する予定です。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家向け説明会の開催は今後検討してまいります。 あり



アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト・機関投資家向けに定期的に説明会を実施する予定です。 あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
訪問またはビデオ会議形式で個別にご説明をさせていただくことを検討してお
ります。

あり

IR資料のホームページ掲載 当社のホームページ内に開設予定のIR ウェブサイトにて、掲載する予定です。

IRに関する部署（担当者）の設置 財務・IRグループが担当する予定です。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社グループは、株主、顧客、取引先をはじめとする様々なステークホルダーの信頼を得
ることが事業展開において重要であると考えております。変化する経営環境に対応して、
迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性
を担保する経営管理体制の充実を図っております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 今後検討すべき課題と認識しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を
行う方針であります。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制

（１）取締役会は、当社で共有すべきルールや考え方、法令、定款、株主総会決議、取締役会決議等に従い、経営に関する重要な事項を決定して
おります。

（２）取締役会は、内部統制システムの整備に関する基本方針を決定し、取締役が適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務を執
行するよう監督しております。

（３）取締役は、各監査役が監査役会で定めた監査方針・計画に従い、監査役の監査を受けております。

（４）取締役会は、当社における法令等遵守の徹底及び不正行為の防止等を図るために、コンプライアンス規程を制定し、取締役及び使用人の職
務が法令及び定款に適合するための体制を整備しております。

（５）当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関りを持たず、不当な要求に応じない事を基本方針としております。また、かかる方針を取締役及
び使用人に周知徹底するために反社会的勢力対応規程を制定しております。

２.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社の株主総会及び取締役会の議事録、経営及び業務執行に係る重要な情報については、法令ならびに当社が定める文書管理規程等の関連
規程に従い、適切に記録し定められた期間これを保存いたします。

３.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）リスク管理規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に対応する体制を構築してお
ります。

（２）危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外の適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとしております。

４.取締役の職務の執行が効率的に行われる事を確保するための体制

（１）取締役会規程、当社決裁権限規程を定め、取締役会の職務及び権限の明確化を図っております。

（２）取締役会を毎月1回定期的に開催するほか必要に応じて適宜臨時に開催いたします。

５.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（１）子会社管理規程に基づき、関係会社管理を行っております。

（２）取締役会は、当社グループの経営計画を決議し、取締役CFOはその推進状況を定期的に取締役会に報告しております。

（３）上記3.の損失の危険の管理に関する事項は子会社に適用させ、当社がグループ全体のリスクを統括的に管理しております。

（４）子会社における職務執行に関する権限については、決裁権限規程に明文化し、業務を効率的に遂行しております。

（５）内部監査室は、当社及び当社子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役CEOに報告しております。

６.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議の上、監査役スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせるようにいたします。

７.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長の指揮・命令は受けないものといたします。又、当該使用人の人事異動及び
考課については、監査役の同意を得るものとします。

８.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

（１）監査役は、取締役会の他、経営戦略会議等の重要な社内会議へ出席することができ、当社における重要事項や損害を及ぼす恐れのある事
実等について取締役及び使用人から報告を受ける事ができるものとします。

（２）取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為や重要な法令ならびに定款違反行為を認知した場合、すみ
やかに、これを監査役に報告いたします。

（３）取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告いたします。

９.監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、監査役に報告した者に対し、当該通報・報告をしたことを理由として、解雇その他不利な取り扱いを行うことを禁止しております。



１０.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）監査役会は、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保しています。

（２）監査役会は、代表取締役と定期的に会合を開き、当社の対処すべき課題、及び監査上の重要課題等について相互の意思疎通を図っており
ます。

（３）監査役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求めております。

（４）監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他の専門家の意見を聴取することができるも
のとしております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社及び関連会社、特別利害関係者、株主、取引先等において反社会勢力との関係はありません。

　当社は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針（平成19年６月 犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせ）を基本理念として尊重

し、これらに沿って体制を構築し運用しています。

　当企業集団における方針・基準等については、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力の排除にかかる調査実施マニュアル」において定
めており、反社会的勢力との一切の関係を遮断、不当要求の排除、取引の全面禁止、影響力の利用の禁止など反社会的勢力との絶縁を基本方
針としております。

(2)反社会的勢力の排除に向けた整備状況　

反社会的勢力に対する業務を所管する部署は法務・コンプライアンスグループとし、不当要求防止責任者の選任、不当要求等に対応する外部専
門機関への相談などができる体制を構築しております。新規取引を行う際には反社会的勢力に関する調査を日経テレコンを利用した記事検索等
により実施し、既存の取引先に対しても年一回の頻度で調査を行うほか、当社の株主・役職員についても同様の方法により調査を行っておりま
す。なお、各取引先との契約締結時においては、暴力団排除条項を設けており、暴力団排除条項に違反した場合の契約解除要件を定めるよう努
めています。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――




